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日本工業規格の改正について 
 
 
 
 
 
 標記について、別紙のとおり平成18年4月3日付で日本工業規格が改正されたので、

通知します。 
 



別紙 
 
日本工業規格 
 
 
 日本工業標準調査会の調査審議を経て、国土交通大臣より、平成 18 年 4 月 3 日付で、

下記の日本工業規格が改正された。（国土交通省） 
 
 

記 
 
１．改正された日本工業規格 
 
  ドレンプラグ                  F3006 
  船用ホース金物                 F7335 
 
 


